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第３回熊本市・富合町合併協議会次第 

日 時：平成１９年３月２９日（木）午後４時～ 

場 所：熊本市役所 １４階大ホール 

１ 開   会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議  事 

［報 告］ 

    議員専門部会からの報告  

    合併市町村基本計画について 

  

［議 案］ 

   議案第 ７号 平成１８年度熊本市・富合町合併協議会の補正予算について 

   議案第 ８号 平成１９年度熊本市・富合町合併協議会の事業計画について 

    議案第 ９号 平成１９年度熊本市・富合町合併協議会の予算について 

  

［協 議］ 

   (１)前回提案 

    協議第２０号 慣行の取扱いについて 

    協議第２７号 消防防災の取扱いについて（その１） 

協議第３０号 保健衛生事業の取扱いについて（その１） 

協議第３１号 各種福祉制度の取扱いについて（その１） 

協議第３３号 環境対策事業の取扱いについて（その１） 

    協議第３４号 農林水産関係事業の取扱いについて（その１） 

協議第３５号 商工・観光関係事業の取扱いについて（その１） 

    協議第４０号 教育関係事業の取扱いについて（その１） 

    

   (２)今回提案 

    協議第 ５号 財産及び債務の取扱いについて 

    協議第 ９号 地方税の取扱いについて 

    協議第２６号 納税関係事業の取扱いについて 

 

  [その他] 

４ 閉  会 



午後 4 時 00 分 
司会 
 それでは、定刻になりましたので、ただ今から第３回熊本市・富合町合併協議会を開催

いたします。本日は御多忙の中、御出席をいただきましてありがとうございます。 
 ここで配布資料の確認を行います。お手元に「協議会次第」と「出席者名簿」がござい

ます。それと「第３回熊本市・富合町合併協議会」の冊子を配布させていただいておりま

す。もし、資料の不足等がございましたら事務局までお申し出ください。それでは御手元

に配布してあります会次第に従いまして進行させていただきます。 
まず 初に、本協議会会長であります熊本市の幸山市長が御挨拶申し上げます。 

 
会長挨拶 
幸山 政史 熊本市長 
熊本市長の幸山でございます。 
第３回熊本市・富合町合併協議会の開催にあたり、一言、御挨拶を申し上げます。 
来月には統一地方選挙が行われる時期ではありますが、両市町の議員の皆様をはじめ、

各委員の皆様におかれましては、年度末の大変お忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼申し

上げる次第でございます。誠にありがとうございます。 
さて前回でございますけれども、議員専門部会の付託事項でありまして、基本的協議項

目でもありました、「合併の方式について」、「新市の名称について」、「新市の事務所の位置

について」この３つの項目につきまして、御提案をいたしましたところ、御承認までいた

だきまして誠にありがとうございました。 
さらには本日でございますが、平成１８年度の 後の協議会となりますので、平成１８

年度の補正予算、平成１９年度の事業計画及び予算につきまして、御提案をいたしまして、

御審議をいただくということになっております。 
続きまして、第２回協議会で御提案いたしております「慣行の取り扱いについて」など

８協議項目につきまして、今回、御審議をいただくということとなっております。 
さらには新たに「財産及び債務の取扱いについて」など３つの協議項目につきまして、

今回御提案させていただくという運びになっております。 
これから実質的な議論を重ねてまいるわけでございますが、先般もお話したところでご

ざいますが、行政的な事柄が多ございまして、大変委員の皆様方には御迷惑をお掛けする

ことも多かろうと存じますけれども、よりよき合併に繋がりますように全力を上げて取り

組んでまいりますので委員の皆様方の更なる御指導をよろしく申し上げまして冒頭にあた

りましての御挨拶に代えさせていただきます。本日はよろしくお願い申し上げます。 
 

司会 
 それでは、これより「次第３ 議事」に入らせていただきます。会議の進行につきまし



ては、協議会規約第１０条第２項の規定によりまして会長が議長となることとなっており

ますので、これから先は会長に議事進行をお願いします。 
 
会長 
 規約によりまして会長が議長を行うとのことでございますので、ここからは私が議事進

行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。 
 まず、「委員の出席数について」でございますが、本日は先ほど申し上げましたように全

員御出席をいただいておりますので協議会規約第１０条第１項の定足数を満たしておりま

すので、ここに御報告を申し上げます。 
続きましてここで会議録署名委員の指名を行いたいと存じます。会議録署名委員の指名

につきましては、会議運営規程第８条第２項の規定により、指名は議長が行うこととなっ

ておりますので、指名をさせていただきます。 
 本日は、熊本市から江藤委員、富合町から江野委員２名にお願いしたいと存じます。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 
それでは早速、御手元の次第に沿いまして議事を進めさせていただきます。 
これより「次第３ 議事」に入らせていただきます。 初に「報告」でございます。こ

の報告につきましては、議員専門部会における審議の経過及び結果についての報告並びに

合併市町村基本計画についての報告でございます。 
 それでは、事務局からの説明を求めます。 
 
事務局 
 第３回熊本市・富合町合併協議会の資料をご覧いただきたいと思います。まず、報告で

ございます。４頁をお願いいたします。第２回議員専門部会報告でございまして、平成１

９年３月５日に開催されました審議の状況でございます。第２回熊本市・富合町合併協議

会議員専門部会では付託を受けた事項のうち、協議第５号について審議を行い次のとおり

承認されたということでございまして、協議第５号の内容は財産及び債務の取扱いという

ことでございます。「富合町の財産及び債務はすべて熊本市に引き継ぐ。ただし、富合町の

財産のうち、国民健康保険療養給付支払等基金については、国民健康保険事業の取扱いの

項目において別途協議を行う。」ということでございまして、こういうことが承認されたと

いうことを御報告申し上げます。 
 続きまして５頁、合併市町村基本計画ということでございます。合併市町村基本計画と

いうものを策定するわけでございますが、今からそういう作業に入っていくわけでござい

ますけれども、どういうものかというのをここで目次を示させていただいているというこ

とでございます。このような構成になるであろうということでございまして、第一章が序

論ということでございまして合併の必要性、それから計画策定の方針ということで、計画

の趣旨それから計画の構成、構成の中では新市の街づくりの基本方針、その基本方針を実



施するための施策、公共的施設の統合整備、財政計画といった主な構成内容を明示すると

いうことでございます。それから計画の対象区域、そして計画の期間ということでござい

まして、ここでは概ね１０年ということにさせていただけたらと思っております。それか

ら第２章両市町の概況、それから第３章としまして主要指標、人口とか世帯数などを書く

ことになります。それから６頁になりますが、第４章といたしまして、まちづくりの基本

方針ということでございまして、新市の将来像や具体的な目標等を書いていくということ

になります。それから第５章といたしまして、新市の施策ということでございましてその

方針に従いまして施策分野別の基本方針に基づいて各施策の内容や事業などを示すという

ことでございます。それから第６章でございますが、新市における県事業の推進というこ

とでございまして合併後、合併市町村のまちづくりにおける、県の果たす役割というよう

なものを具体的に推進する県事業などを明示していくということになるということでござ

います。それから第７章公共的施設の適正配置と整備でございまして、公共的施設の統合

整備等について定めるということでございます。地域特性や地域のバランス、あるいは財

政事情等考慮した上で定めていくということになるかと思います。それから第８章という

ことでありまして、財政計画ということでございます。歳入歳出ごとに、計画期間内にお

ける費目別の見通し額と、その考え方・根拠等について示すと。特に合併に伴う影響等に

ついて示していくということになるということでございます。以上が今から策定に取り掛

かります合併市町村基本計画の目次ということでございます。以上報告事項でございます。 
 
会長 
 ただいま事務局から説明がありました議員専門部会における審議の経過及び結果並びに

合併市町村基本計画につきまして、何か御質問等はございませんでしょうか。特に報告事

項についてございますでしょうか。 
 
（質疑等無しの意思表示有り） 
 
会長 
 それでは、御質疑等ないようでございますので、以上で報告につきましては終わらせて

いただきます。 
 続きまして、「議案」に入らせていただきます。 初に、議案第７号「平成１８年度熊本

市・富合町合併協議会の補正予算について」につきまして事務局からの説明を求めます。 
 
事務局 
 ９頁をお願いいたします。議案第７号「平成１８年度熊本市・富合町合併協議会の補正

予算について」ということでございます。平成１８年度補正予算でございますが、下のほ

うに、繰越明許というところがございます。翌年度に繰越して使用することができる経費



は、「別表 繰越明許費」を挙げさせてさせていただいております。１８年度の予算の中の

総務費の中の事業推進費の合併市町村基本計画策定業務ということがございます。ただ今

御説明申し上げました基本計画の費用でございますがこれにつきましては、この執行自体

が新年度の１９年度になるということでございましてその費用の４，５１５，０００円を

１９年度に繰越すということの補正の予算でございます。よろしくお願いいたします。 
 
会長 
 ただいま事務局から説明がありました議案第７号「補正予算」についての説明でござい

ますが、何か皆様方から御質問、御意見等はございませんでしょうか。特にございません

でしょうか。もし、ないようでございますなら、原案のとおり承認ということでようござ

いますでしょうか。 
 
（承認の意思表示有り） 
 
会長 
それでは、議案第７号につきまして原案のとおり承認させていただきます。 

 続きまして、議案第８号「平成１９年度熊本市・富合町合併協議会の事業計画について」

につきまして事務局の説明を求めます。 
 
事務局 
 １１頁をお願いいたします。議案第８号「平成１９年度熊本市・富合町合併協議会の事

業計画について」ということでございまして、１９年度事業計画をこの表のように定める

ということでございます。この事業計画につきましては１８年度に第１回協議会でお示し

いたしました事業計画と同じようなものでございますが、ここで新たに追加されたものが

広報広聴という一番下の枠でございます。そこの中に住民意向調査の実施（アンケート調

査）ということが入っております。このことにつきまして１９年度に行いたいということ

で事業計画として挙げさせていただいておるというようなことでございまして、後は、合

併協議会のこと、専門部会のこと、幹事会のこと、作業部会のことを事業計画として挙げ

させていただいておるということでございます。以上でございます。 
 
会長 
 ただ今、説明がありました議案８号「事業計画」につきまして、何か御質問・御意見等

ございましたらお願いいたします。特にありませんでしょうか。もし、ないようでありま

したら議案第８号につきまして原案のとおり承認でということでようございますでしょう

か。 
 



（承認の意思表示あり） 
 
会長 
 それでは、議案８号につきましても原案のとおり承認とさせていただきます。 
 続きまして、議案第９号「平成１９年度熊本市・富合町合併協議会の予算について」に

つきまして事務局の説明をお願いいたします。 
 
事務局 
 １３頁をお願いいたします。議案第９号「平成１９年度熊本市・富合町合併協議会の予

算について」ということでございまして、平成１９年度の予算を次のとおり定めることに

ついて承認を求める、ということでございます。歳入歳出予算でございます。歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ２０，１８５，０００円ということを定める。それから歳

入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「別表 歳入歳出予算」による、とい

うことでございまして、次の頁をご覧いただきたいと思います。１４頁１５頁でございま

す。歳入予算表が１４頁ということになっております。負担金の額として２０，１８１，

０００円ということでございまして県補助金、繰越金、預金利子、雑入等は今のところ未

定でございますのでそれぞれに１，０００円を入れさせてもらっているということでござ

います。そういう状況でございます。それから１５頁でございます。歳入のほうの内訳で

ございますが、一番上の方をご覧いただきたいと思います。負担金でございます。熊本市

が１６，９００，０００円ということでございます。富合町が３，２８１，０００円とい

うことでございます。以上でございます。 
続きまして１６頁をご覧いただきたいと思います。歳出でございます。会議費といたし

まして報酬、協議会の委員報酬、議員専門部会の委員報酬、それから監査委員報酬という

ようなことでございます。それから次の次でございますが協議会の会場の使用料というよ

うなもの、それからその次の需用費といたしまして基本計画及び合併協定書印刷経費とい

うものを挙げさせていただいております。それから、広報広聴費の中の需用費といたしま

して協議会だよりの印刷経費ということを挙げさせていただいております。それからホー

ムページの維持管理というようなことを歳出として挙げさせていただいております。総務

費の中の事務局費といたしまして、嘱託員の報酬、その他を挙げさせていただいておると

いうことでございます。以上でございます。 
 
会長 
 ただ今、事務局から説明がありました議案第９号につきまして何か御質問・御意見等が

ありましたらお願いいたします。他にございませんでしょうか。 
 もし、ないようでありましたら第９号につきまして原案のとおり承認ということでよう

ございますでしょうか。 



（承認の意思表示あり） 
 
会長 
 それでは、議案第９号につきまして原案のとおり承認させていただきます。 
 続きまして、協議に入らせていただきます。協議につきましては、前回提案と、今回の

提案があります。前回提案の協議第２０号から協議第４０号までの８項目につきましては、

前回に御説明を行っておりますので今回、承認の是非をお諮りしたいと考えております。

それから今回提案の協議第５号、協議第９号、協議第２６号の以上３項目につきましては、

初の協議になりますので、委員の皆様に御説明を行いました上で、前回同様いったんお

持ち帰りをいただき御検討いただきまして、次回の第４回協議会で承認の是非をお諮りし

たいと考えております。そのような形で進めさせていただきたいと考えておりますのでど

うぞよろしくお願いを申し上げます。 
それでは、前回提案の協議第２０号「慣行の取扱いについて」から御審議をいただきた

いと考えております。それでは、御質問・御意見がありますならお願いいたします。頁数

は２３頁以降になりますので、どうぞご覧いただきたいと思います。 
特に皆様方から御質疑等ありませんでしょうか。もし、ないようでございますなら協議

第２０号「慣行の取扱いについて」につきましては原案のとおり承認というふうにようご

ざいますでしょうか。 
 

（承認の意思表示有り） 
 
会長 
 ありがとうございます。協議第２０号につきましては、原案のとおり承認とさせていた

だきます。 
 続きまして協議第２７号「消防防災の取扱いについて（その１）」につきまして、これは

２９頁以降になります。皆様方からの御質問・御意見等あればお願いをいたします。 
調整をし、新市の事業として継続するということでございますが、特に御質問・御意見

等ございませんでしょうか。もし、ないようでございますなら、協議第２７号につきまし

て原案のとおり承認ということでようございますでしょうか。 
 
（承認の意思表示有り） 
 
会長 
 ありがとうございます。それでは、協議第２７号「消防防災の取扱いについて（その１）」

につきまして原案のとおり承認とさせていただきます。 
 続きまして、協議第３０号「保健衛生事業の取扱いについて（その１）」３３頁以降にな



りますが、ここにつきまして御質問・御意見等がございましたら、お願いをいたします。

こちらも新市の事業として継続するということでございますが、特にございませんでしょ

うか。もし、ないようでございましたら、協議第３０号につきまして原案のとおり承認と

いうことでようございますでしょうか。 
 
（承認の意思表示有り） 
 
会長 
 ありがとうございます。それでは、協議第３０号「保健衛生事業の取扱いについて（そ

の１）」につきましても原案のとおり承認とさせていただきます。 
 続きまして、協議第３１号「各種福祉制度の取扱いについて（その１）」につきまして、

３７頁以降になりますが、御質問・御意見等がありますならお願いをいたします。 
特に御質問ございませんでしょうか。もし、ないようでございますなら協議第３１号に

つきまして原案のとおり承認ということでようございますでしょうか。 
 
（承認の意思表示有り） 
 
会長 
 ありがとうございます。それでは、原案のとおり承認とさせていただきます。 
 続きまして、協議第３３号「環境対策事業の取扱いについて（その１）」４５頁以降でご

ざいますがここにつきまして、御質問・御意見がありますならお願いいたします。 
特にございませんでしょうか。もし、ないようでございますなら協議第３３号につきま

して、原案のとおり承認ということでようございますでしょうか。 
 
（承認の意思表示有り） 
 
会長 
 ありがとうございます。それでは、協議第３３号「環境対策事業の取扱いについて（そ

の１）」につきましても原案のとおり承認とさせていただきます。 
 続きまして、協議第３４号「農林水産関係事業の取扱いについて（その１）」につきまし

て、５１頁以降でございます。何か御質問・御意見等ありましたらお願いをいたします。 
 原田委員お願いいたします。 
 
原田委員 
 ５３頁で旧４町のうち、３町だけが熊本市の欄に書いてありまして飽田町だけが書いて

ありませんでしたが、富合町と同じように該当なしと考えていいのでしょうか。 



会長 
 事務局の方からようございますか。 
 
事務局 
 農政企画課でございますが、飽田町には該当の農業改善施設がございませんでしたので

現況のところで該当なしということで。富合町もそういう施設がなければ該当なしという

ことだと考えます。 
 
会長 
 ということでございますが、ようございますでしょうか。 
 
原田委員 
 （了承の意思表示有り） 
 
会長 
 他に御疑問の点がございましたら、よろしくお願いいたします。特にありませんでしょ

うか。他、ないようでございますなら協議第３４号につきまして原案のとおり承認という

ことでようございますでしょうか。 
 
（承認の意思表示有り） 
 
会長 
 ありがとうございます。それでは、協議第３４号「農林水産関係事業の取扱いについて

（その１）」につきましても、原案のとおり承認とさせていただきます。 
 続きまして、協議第３５号「商工・観光関係事業の取扱いについて（その１）」につきま

して、６５頁以降になります。何か御意見・御質問等ありましたらお願いをいたします。

特にございませんでしょうか。もし、ないようでございましたら、協議第３５号につきま

して原案のとおり承認ということでようございますでしょうか。 
 
（承認の意思表示有り） 
 
会長 
 協議第３５号につきましても原案のとおり承認ということで取り扱わせていただきます。 
続きまして、協議第４０号「教育関係事業の取扱いについて（その１）」でありますが、

７７頁以降になります。何か、御質問・御意見等がありましたら、お願いいたします。 
特にございませんでしょうか。もし、ないようでございますなら、協議第４０号につき



ましても原案のとおり承認ということでようございますでしょうか。 
 
（承認の意思表示有り） 
 
会長 
 協議第４０号「教育関係事業の取扱いについて（その１）」につきましても、原案のとお

り承認ということで取り扱わせていただきます。 
続きまして、「協議２」の提案に入らせていただきます。今回提案の協議第５号、協議第

９号、協議第２６号の３項目につきましては、 初の協議となりますので、委員の皆様方

に御説明を行いました上で、一旦持ち帰っていただき御検討いただいて、次回の第４回目

の協議会で承認の是非をお諮りしたいと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げま

す。 
それでは、協議第５号「財産及び債務の取扱いについて」につきまして事務局の説明を

お願いいたします。 
 
事務局 
 ８９頁をお願いいたします。協議第５号でございます。「財産及び債務の取扱いについて」

ということでございまして、先ほど報告といたしまして議員専門部会での議論の内容を御

報告申し上げました。今回これを掛けさせていただくわけでございます。「財産及び債務の

取扱いについて」富合町の財産及び債務は、すべて熊本市に引き継ぐ。ただし、富合町の

財産のうち、国民健康保険療養給付支払等基金については、国民健康保険事業の取扱いの

項目において別途協議をする。ということでございます。 
９２頁９３頁をお願いいたします。財産に関する調書でございます。財産とはどういう

ものかということでございますが、まず土地ということでございます。ここに両市町の土

地を挙げさせていただいております。それから２番目といたしまして建物ということでご

ざいまして、本庁舎、消防施設、学校、公営住宅、公園そのようなものを挙げさせていた

だいております。それから３番目といたしまして、有価証券ということでございまして株

券でございます。それから出資による権利ということでございまして、出資金、出捐金を

書かせていただいておるということでございます。５番目が債権ということでございまし

て、貸付金種別、貸付金額を書かせていただいておるということでございます。６番目が

起債の取扱いということで普通会計を書かせていただいておるということでございます。

それから７番目に債務負担行為ということでございます。両市町の債務負担行為を書かせ

ていただいております。８番目といたしまして、基金の一覧表ということでございまして、

熊本市１２項目、富合町７項目の基金を挙げさせていただいております。こういう財産に

ついてお諮りするものでございます。以上でございます。 
 



会長 
 ただ今、事務局から説明がありました協議第５号につきまして、先ほど申し上げました

とおり承認の是非につきましては、次回ということになりますけどただ今の説明につきま

して、何か皆様方から御質問・御意見等がございましたらお受けいたしますが、いかがで

ございましょうか。 
 どうぞ。 
 
森川委員 
 質問ということでお願いいたします。土地建物のところなんですけれども、用語の問題

だと思うんですけれども、その他の行政機関と公共用財産にそれぞれその他の施設とあり

ますが、具体的にはどんなものか教えてください。 
 
会長 
 事務局の方からお願いいたします。 
 
事務局 
 公共用財産のその他の施設が、例えば老人ホームとか老人憩いの家とか公民館とかそう

いうものが入っているということでございます。 
 
会長 
 今の説明でようございますでしょうか。 
 
森川委員 
（了承の意思表示有り） 
 
会長 
 どうぞ、何か他に御疑問な点がございましたらお願いいたします。 
 井川委員さん、お願いいたします。 
 
井川委員 
 ８番目の基金の一覧表ございますが、この協議会ではそのまま引き継ぐというだけで、

財政調整基金とか市町それぞれに共通するものがあるので、整理するとかここでは議論し

ないのでしょうか。 
  
会長 
 事務局からいいですか。 



事務局 
 財政課でございます。基金が各種ございますが、それぞれの基金一つ一つをどうするか

については、個別に引き継ぐ際に金額等がどうなるのか、ここで出ているデータは１７年

度末のものでありますが、 終的には変わってまいりますので、個別に協議が必要と考え

ております。 
 
会長 
 ようございますでしょうか。 
 
井川委員 
（了承の意思表示有り） 
 
会長 
 他にございましたらお願いいたします。他ございませんでしょうか。もし、ありますな

ら、先ほど申し上げましたように第４回目の協議会の場でいろいろと御質問等伺ってまい

りたいと思いますので、他にないようでございますなら次の協議項目に移ってもよろしい

でしょうか。 
 
（了承の意思表示有り） 
 
会長 
 それでは、続きまして協議第９号「地方税の取扱いについて」につきまして事務局から

の説明をお願いします。 
 
事務局 
 ９５頁をお願いいたします。協議第９号「地方税の取扱いについて」ということでござ

いまして、両市町において、差異のある税制等については、次のとおり扱うものとすると

いうことでございまして、（１）でまず事業所税について（２）で法人市（町）民税につい

て（３）で都市計画税その他について取り扱うものとするというふうに書かせていただい

ておりますが、個票に基づきまして御説明させていただきます。 
９７頁をご覧いただきたいと思います。まず、事業所税でございます。事業所税につき

ましては、現在のところ熊本市だけにかかっているということでございまして、富合町に

は無しということでございます。課税対象ということでございますが、下の表を見ていた

だきますと、総延床面積が１，０００㎡を超える事業所、それから合計従業員数が１００

人を超える事業所というものに掛かるというようなことでございます。これにつきまして

は上の調整方針がございますが、合併後富合町の地域においては市町村の合併の特例等に



関する法律第１６条第１項の規定に基づき課税免除を行うというということでございます

が、合併の年度及びその後５年間とし、その後は熊本市の制度とするというような調整方

針ということでございます。 
それから、次の９８頁をご覧いただきたいと思います。次に法人市（町）民税でござい

まして、熊本市の方を見ていただきますと、②でございますが、制限税率１４．７％、富

合町の方は、１２．３％というようなことでございます。これをどうするかということで

ございますが、調整方針の方を見ていただきますと合併後、富合地域において先ほど述べ

ましたように法律に基づきまして不均一課税、富合町の税率ということでございますが合

併の年度及びその後５年間は現行の税率を採用していくと、その後は熊本市の税率にする

というようなことの調整方針でございます。 
 ９９頁をご覧いただきたいと思いますが、都市計画税でございます。都市計画税につき

ましては、現在熊本市の方は掛かっております。富合町の方は掛かっておりませんが、こ

れにつきまして一番右側の具体的な内容を見ていただききますと、現在、富合町は宇土都

市計画地域であり都市計画税の課税対象となる市街化区域がないため課税対象外でござい

まして合併時には、熊本市の例により統合はするわけでございますが、合併したから都市

計画税がかかるということではないということでございます。 
 次が１００頁で、入湯税でございます。これは熊本市も富合町も同じでございます。合

併後は熊本市の例によるということでございます。 
それから１０１頁でございます。個人市（町）民税でございます。これも熊本市も富合

町も税率は一緒ということでございます。合併時に熊本市の例により統合するということ

でございます。 
１０２頁をお願いいたします。固定資産税の概要ということでございまして、税率は一

緒でございますが、納税期間が熊本市の場合は４期課税ということでございます。富合町

の場合は町外の方が４期課税、町内の方は１０期課税となっております。この調整方針で

ございますが、合併時に熊本市の例により統合すると。不均一課税の富合町分についての

対応は今後、経済振興部と調整を行い決定をしていくということでございます。これはど

ういうことかと申しますと、１０３頁を見ていただきたいと思います。１０３頁の⑦でご

ざいますが、不均一課税を行ってるということでございまして、富合町の方でございます

が富合町工場等設置奨励条例第４条により税率０．７％。ただし、当該税率の適用は不均

一課税の措置がなされた 初の年度以降３ヶ年に限るということで、工場誘致の為に税率

を下げているというような条例をお持ちでございます。右側でございますが、合併後は熊

本市の例によるということでございます。ただ、工場誘致のための緩和措置といいますか、

税率を下げている措置につきまして、このまま税率を下げて継続していくのかそれとも企

業に対する補助金等で対応していくのか、そこらへんについては経済振興部会と調整を行

い決定をするということでございまして、全体といたしましては、熊本市の例によるわけ

でございますが工場誘致のための何らかの措置は対応していこうというようなことを書か



れているということでございます。 
そして、１０４頁が特別土地保有税ということでございまして、これにつきましても合

併時に熊本市の例により統合するということで、富合町は現在、徴収は行っていないとい

うことでございます。以上でございます。 
 

会長 
 ただ今、事務局から説明がありました協議第９号「地方税の取扱いについて」でござい

ますが、御質問・御意見等ございますならお願いいたします。 
 松永委員さん、お願いいたします。 
 
松永委員 
 税の取扱いには、関係ないかなあと思うんですけど、今後のために９９頁の説明があり

まして一番右側の欄に合併時に熊本市の例により統合するというところで、現在、富合町

は宇土都市計画区域であり都市計画税の課税対象となる市街化区域がないため課税対象外

である、と書いてありますが、合併に関して都市計画というのは別個というふうに私達は

考えております。政令指定都市ということで熊本市が目指されてますので、お尋ねしてい

いのかがわからないのですが、区域区分というのは県が権限を持ってると思っているんで

すけど、政令指定都市になった場合に富合町の市街化区域というのはありえるんでしょう

か。 
 
会長 
 事務局の方からお願いいたします。 
 
事務局 
 政令指定都市になった時には、線引きは条件というふうになっておりますので、線引き

は行われるということでございます。 
 
松永委員 
 市街化区域に関して、富合町の住民の不安として都市計画税がつけられるということで、

富合町に市街化区域にあたるような区域があるのかなあというのが、一つの不安点であり

ます。 
 
事務局 
 都市計画の協議項目があったと思いますので、そこでお話をさせていただけたらなあと

思います。よろしくお願いいたします。 
 



松永委員 
 わかりました。 
 
会長 
 ようございますか。他に御意見・御質問等ございましたらお願いいたします。 
 森川委員、お願いいたします。 
 
森川委員 
 ９７頁です。事業所税の話なんですが、質問ということでお聞きください。実をいうと、

私の所も対象になるのかなと思うんですけど、これには課税対象税額が書いてありますが、

納付の方法は熊本市はどうされているのが教えてください。 
 
会長 
 事務局の方は答えられますか。 
 
事務局 
 すみません。今日は税の担当課が来てないものですので、聞いてから後でお答えさせて

いただきます。すみません、どうも。 
 
会長 
 今日中に解ればお願いいたします。今、調べに参りますので、森川委員さん、先に進ん

でいってもようございますでしょうか。 
 
森川委員 
 （了承の意思表示有り） 
 
会長 
 申し訳ございません。解り次第報告させていただきます。森川委員さんの御質問以外の

御質問がありましたらお願いいたします。 
 他、御意見・御質問等ございませんでしょうか。もし、ないようでございますなら、先

ほどの森川委員さんからの質問につきましては、解り次第また御報告をさせていただくと

いうことで次の協議項目に移ってもようございますでしょうか。 
 
（了承の意思表示有り） 
 
 



会長 
 次の協議項目に移らさせていただきます。続きまして、協議第２６号「納税関係事業の

取扱いについて」につきまして事務局からの説明をお願いいたします。 
 
事務局 
 １０５頁をお願いいたします。協議第２６号「納税関係事業の取扱いについて」という

ことでございます。これにつきましては、納税関係事業の取扱いについては、合併後、熊

本市の制度に統合する。ただし、口座振替制度、納税組合、納期及び納付書び発送につい

いては、合併年度は必要な経過措置を設けるということでございます。 
具体的には、１０７頁が固定資産評価審査委員会のことでございまして同じようなもの

でございますので、次の１０８頁をご覧いただきたいと思います。納税組合でございます。

熊本市の方が１４６組合、富合町の方が１６１組合ということでございます。調整方針で

ございますが合併時に熊本市の例により統合する。ただし、合併年度は必要な経過措置を

設ける。ということでございまして納税組合は合併後もそのまま存続というようなことで

ございます。 
それから、口座振替制度、１０９頁でございますがこれにつきましては、合併時に熊本

市の例により統合する。ただし、熊本市取扱金融機関に熊本宇城農業協同組合を加え、合

併年度は必要な経過措置を設けるということでございまして、現在熊本市の金融機関とし

ては熊本宇城農業協同組合が入っておりませんが、これを新たに加えるということでござ

います。 
 それから口座振替制度１１１頁をご覧いただきたいと思います。納期及び納付書の発送

ということでございまして、ここにございますように、軽自動車税５月１日から同月３１

日となっております。富合町の場合は５月１１日からと、ちょっと違いがございます。そ

れから固定資産税が４期と熊本市はなっておりますが、富合町は集合税として１０期とい

うことでございます。そういうふうなことで違いがあるということでございますが、合併

時に熊本市の例により統合すると。ただし、合併年度は必要な経過措置を設けるというこ

とでございます。 
それから１１２頁をお願いいたします。軽自動車標識交付及び廃車ということでござい

ます。富合町で走っている軽自動車・単車・バイクでございますが富合町の標識を付けて

走っている訳でございます。これにつきまして、どうするかでございますが具体的な内容

を見ていただきますと合併後は熊本市の例によるということで、合併前に富合町が交付し

た課税標識については、合併後もなお有効なものとする。ただし、納税者の申出により無

料で交換してほしいということがあれば無料で交換をするという調整方針ということでご

ざいまして、全体といたしましては、合併時に熊本市の例により統合するという調整方針

でございます。以上でございます。 
 



会長 
 ただ今、説明がありました協議第２６号「納税関係事業の取扱い」について何か、御意

見・御質問等がありましたらお願いいたします。特にありませんでしょうか。もし、ない

ようでありますなら、次の協議項目に移ってもようございますでしょうか。協議第２６号

については、ようございますでしょうか。 
 
（了承の意思表示有り） 
 
会長 
 それでは、協議第２６号につきましては質疑は終了ということにさせていただきたいと

いうふうに思います。 
 事務局の方で準備はできましたか。先ほどの森川委員さんからの質問に対してお答えさ

せていただきます。 
 
事務局 
 事業所税の御質問の件ですけれども、通常、法人市民税なんかと同様に申告納付、納税

者が自主的に申告する形になっております。従いまして、既に市の方に納税義務者として

登録される、事前に事業所の開設届けなり、あるいは既存の申請があってる事業所に対し

ましては事業年度終了時点、いわゆる納期限２ヶ月前に申告書と納付書を送らせていただ

いております。その様式で所定の申告をやっていただいて期限までに、お近くの金融機関

でお支払いただくという手続きでございます。 
 
会長 
 ようございますでしょうか。 
 
森川委員 
（了承の意思表示有り） 
 
会長 
 ありがとうございました。それでは、協議につきましては、以上で終わらせていただき

ます。 
 それでは、 後になりますが「その他」とありますけれども、委員の皆様から何かござ

いませんでしょうか。お知らせ、報告、あるいは全体を通しての御意見・御質問なんでも

結構でございます。特にございませんでしょうか。委員の皆様方からは。 
 それでは、事務局の方から何か報告事項等はありますでしょうか。 
 



事務局 
 今日の協議につきましては以上でございます。 
 
会長 
 特にございませんでしょうか。事務局からもないということでございますので、これを

もちまして、議事につきましては終了させていただきます。委員の皆様方には円滑な議事

進行に御協力いただきまして誠にありがとうございました。 
 
司会 
 後に閉会の言葉を本協議会副会長であります村﨑富合町長が申し上げます。 
 
副会長挨拶 
村﨑 秀 富合町長 
 第３回目の協議についてお世話になりました。全議案全会一致で承認をいただきました。

今度、提案されました３件については、税に関する問題でございますので、私たち町民も

大変敏感になっておりますので、今後いろいろ検討重ねながらよりよい方法を採っていき

たいと思いますので皆様方の今後の御協力をお願いいたします。今日は大変お世話になり

ました。御苦労でございました。 
 
 
 
 
午後 5 時 15 分閉会 
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